
　平成16年2月18日、美原町立中央公民館で、第9回の合併協議会が開催されました。会議の案

件は次のとおりです。 

　第８回協議会で提案された協議第２１号「各種協定項目の取扱い［その５］」が、提案内容の一

部（組織・機構の取扱い）に修正を加え承認されました。 

　修正のあった項目は以下のとおりです。（修正箇所：下線部） 

■第9回堺市・美原町合併協議会を開催 

■今回承認された事項 

●協議事項 

協議第21号　各種協定項目の取扱い［その5］（案） 

協議第22号　各種協定項目の取扱い［その6］（案） 

協議第11号　地域審議会の取扱い［その2］（案） 

●協議第21号『各種協定項目の取扱い［その5］』について 

●その他 

市町村建設計画の策定終了について 

次回提案予定の案件について 

組織・機構の取扱い ○ ○ 

項　　　　　目 承 認され た 調 整 内 容  
事務事業等の有無 

堺 市 美原町 

　現在の美原町役場については、新市が政令指定都市
に移行し、美原区を設置するまでは、堺市の現行支所
行政制度に合わせ、美原町域を所管する支所とする。
　当該支所の組織及び機構については、将来の美原区
の設置を念頭に、新市建設計画に位置付けられる役割、
機能及び各種協定項目の調整結果を踏まえ、円滑な行
政運営が図られるよう整備する。 
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